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北陸圏広域地方計画に係る
「市町村計画提案」について



計画に対する市町村計画提案

○ 国土形成計画法に基づく市町村計画提案について

➣国土形成計画法では、広域地方計画協議会の構成員ではない政令市を除く市町村に対し、同計画で定める施策の効果を
一層高めるために必要な提案を行うことができる制度を設けている。
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（広域地方計画に係る提案等）
第十一条 広域地方計画区域内の市町村（協議会の構成員である市町村を除
く。）は、単独で又は共同して、国土交通大臣に対し、国土交通省令で定める
ところにより、都府県を経由して、当該市町村の区域内における第二条第一
項各号に掲げる事項に関する施策の効果を一層高めるために必要な広域地
方計画の策定又は変更をすることを提案することができる。この場合におい
ては、当該提案に係る広域地方計画の素案を添えなければならない。

２ 国土交通大臣は、前項の規定による提案（以下この条において「計画提
案」という。）が行われたときは、遅滞なく、当該計画提案を踏まえた広域地方
計画の策定又は変更（計画提案に係る広域地方計画の素案の内容の全部又
は一部を実現することとなる広域地方計画の策定又は変更をいう。第四項に
おいて同じ。）をする必要があるかどうかを判断し、当該広域地方計画の策定
又は変更をする必要があると認めるときは、その案を作成しなければならな
い。

３ 国土交通大臣は、当該計画提案を踏まえた広域地方計画の策定又は変更
（計画提案に係る広域地方計画の素案の内容の一部を実現することとなる広
域地方計画の策定又は変更をいう。）をしようとする場合において、第九条第
三項（同条第五項において準用する場合を含む。）の規定により協議会におけ
る協議を経ようとするときは、当該計画提案に係る広域地方計画の素案を提
出しなければならない。

４ 国土交通大臣は、当該計画提案を踏まえた広域地方計画の策定又は変更
をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該
計画提案をした市町村に通知しなければならない。

５ 国土交通大臣は、前項の規定による通知をしようとするときは、あらかじ
め、協議会に当該計画提案に係る広域地方計画の素案を提出してその意見
を聴かなければならない。

❚ 国土形成計画法（抜粋） ❚ 新たな広域地方計画に係る計画提案（市町村長宛て依頼）



計画に対する市町村計画提案

○ 計画に対する市町村計画提案

国土形成計画法に基づき令和７年10月～11月に実施した、北陸圏管内の市町村からの広域地方計画の策定又は変更に
関わる提案を計画に反映

❚ 北陸圏管内の市町村からの計画への提案

❚ 反映箇所

○福井県敦賀市からいただいたご提案

［圏域をまたぐ防災・物流道路網等の整備促進］

○敦賀市は、北陸圏と関西・中京圏をつなぐ結節点に位置しており、韓国や北海道、九州にも航路を持つ敦賀港を有している。また、北陸新
幹線の当面の間の終着点となっており、道路・港湾・鉄道といった交通網が結節する日本海側の国土軸の要衝である。
○敦賀市の交通結節点の機能を強化することは、北陸圏と他の圏域との連携を強化することにつながる。
○このため、敦賀市では、重要物流道路でもある『国道8号の防災事業』及び『国道161号の除雪拡幅事業』の早期完成・未事業区間の早期事
業化、『舞鶴若狭自動車道の全線４車線化』、『特定利用港湾の指定を踏まえた敦賀港の機能強化』などを求めてきており、さらに新たな
ルートとして『敦賀－高島連絡道路の整備促進』を求めるなど、北陸と関西・中京、日本海側と太平洋側等をつなぐ交通網の多重化・強靭化
を図り、更なる国土の発展や災害時の安全安心などに貢献することを期待している。

１件のご提案

【PJ８】 日本海側の中枢圏域形成プロジェクト（ｐ６７） 赤字：計画に反映（追記）した箇所

計画素案（案）

あわせて、富山外郭環状道路、高岡環状道路、金沢外環状道路及び福井港丸岡インター連絡道路等の幹線道路・臨港道
路の整備のほか、鉄道貨物の更なる活用、敦賀港等における港湾機能施設整備事業及びモーダルシフト促進事業等、港
湾・空港と高規格道路等の国土幹線道路ネットワーク相互のアクセス向上による交通モード間の連携強化により、最適な
モーダルコンビネーションの実現を推進する。さらに、日本海側と太平洋側等をつなぐ交通網の強靱化を図り、更なる国土
の発展及び災害時の安全・安心を確保する。
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❚ 提案に対する回答
敦賀市からのご提案については、「第４部 第３章 第１節 １．国土軸・連携軸の結節機能の強化 （１）道路・鉄道・港湾・空港
と産業活動が連携した物流機能の強化」 に趣旨を反映します。
なお、個別具体の例示については、代表的なものを記載することとしています。


